
1 認可について

２ 利用定員について

３ 利用定員設定の手続き

施設区分
（主な施設）

事由

新設

変更（増員）

変更（減員）

既設

４ 令和８年度新規認可施設（一般型乳児等通園支援事業）について

（１）多賀城東幼稚園・あずま保育園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児

学校法人 玉川寺学園 6 2 2 2 6

（２）日本国際学園大学笠神認定こども園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児

3 0 0 3

3 0 3 0

（３）日本国際学園大学せいがん幼稚園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児

学校法人 東北外語学園 15 （９） （９） 15 15

子ども・子育て会議への
意見聴取

県知事への届出

特定乳児等通園支援事業
（保育所、認定こども園等）

○ ○

× ○

× ○

× ○

認可定員

所在地

設置運営者

事業開始年月日

令和8年4月1日

設置運営者 施設の種類

幼保連携型認定こども園

設置運営者

食事の有無事業開始年月日

幼稚園型認定こども園

食事の有無所在地

多賀城市新田字下２１６ 無（おやつ有）

令和8年4月1日

実施方法

一般型乳児等通園支援事業
（専用室独立型）

事業開始年月日

令和8年5月1日

学校法人 東北外語学園 保育所型認定こども園
一般型乳児等通園支援事業

（専用室独立型）

6

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可等について

 事業を実施する場合、児童福祉法の規定に基づき、市へ認可申請の手続きが必要となり、市が認可するに当たっては、子ども・子育て会議への意見聴取が必要となりま
す。

 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施する事業所が、１日に受け入れることができる子どもの定員（人数）で、認可定員とは別に、実際の利用状況等を踏
まえて設定する必要があります。

 利用定員の設定にあたっては、子ども・子育て支援法の規定に基づき、事由により、子ども・子育て会議への意見聴取や県知事への届出が必要となります。
   この意見聴取では、設定される利用定員が、需要に対して供給過多または過少になっていないかなどについて、意見をいただきます。

利用定員
計施設の種類 認可定員

多賀城市笠神５丁目１０−３３ 有（おやつ有）

計施設の種類 認可定員
利用定員

実施方法

一般型乳児等通園支援事業
（在園児合同型）

利用定員

所在地

多賀城市浮島１丁目１３−５

食事の有無

有（おやつ有）

実施方法

一般型乳児等通園支援事業
（専用室独立型）

計

５ 令和８年度新規認可施設（余裕活用型乳児等通園支援事業）について

（1）アルシュ多賀城保育園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 空き枠

利用定員 9 10 11 30

社会福祉法人 富谷福祉会 保育所 在籍見込児童数 9 10 10 29

（2）まめまめ保育園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 空き枠

利用定員 3 6 6 15

株式会社 万緑 事業所内保育事業 在籍見込児童数 1 4 6 11

（3）大代保育園 （単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 空き枠

利用定員 9 12 12 33

社会福祉法人 亮千会 保育所 在籍見込児童数 7 10 12 29

（4）きらり保育園多賀城
（単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 空き枠

利用定員 2 6 4 12

株式会社 天体 小規模保育事業 在籍見込児童数 2 3 4 9

６ 確保予定数について （単位：人）

０歳児 1歳児 2歳児 計

利用定員 15 21 21 57

施設の種類 実施方法

4
余裕活用型乳児等通園支援事業

設置運営者 施設の種類 実施方法

余裕活用型乳児等通園支援事業

所在地 事業開始年月日 食事の有無

多賀城市桜木２丁目２−２２ 令和8年4月1日 無（おやつ有）

4

食事の有無

無（おやつ有）

事業開始年月日 食事の有無

多賀城市大代１丁目４−３ 令和8年4月1日 有（おやつ有）

設置運営者 施設の種類 実施方法

3
余裕活用型乳児等通園支援事業

設置運営者

所在地 事業開始年月日

設置運営者

多賀城市新田後８−２ 令和8年4月1日

所在地

1

施設の種類 実施方法

余裕活用型乳児等通園支援事業

所在地 事業開始年月日 食事の有無

多賀城市中央２丁目８−１ 多賀城駅北ビルＢ棟２階 令和8年4月1日 有（おやつ無）

資料５


